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受動喫煙防止対策助成金
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補助金名

根拠規則・要綱等 流山市受動喫煙防止対策助成金交付要綱（作成中）

2011/8/

２　内容・効果

Ｈ２３年度予算確定額 ０千円

１　補助金等
の趣旨､目的

　平成２３年流山市議会第３回定例会において上程予定の「流山市受動喫煙防止条例」（平成２４年４月１日施行）の第８条の規程において、公
共的施設の施設管理者に対し、禁煙が困難な場合は、分煙の措置を講じるよう努力義務を課した。
　今後、対象施設が、喫煙室設置等の改修工事を行った際に、その費用の一部を、国からの補助金に合わせて、市においても助成し、条例の
成果を促進させるものである。

対象者　　　：受動喫煙防止条例の対象となっている民間施設管理者
補助基本額：分煙設備、又は喫煙室の設置にかかる経費
補助率　　　：１／４
上限額　　　：２００万円

　現在、国では、受動喫煙防止対策助成金として、今年１０月開始予定で、飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する中小企業の事業
主で、労働者災害補償保険の適用事業主が、喫煙室を設置する場合、喫煙室設置に係る費用の１／４、上限２００万円を補助する予定であ
る。
　本市もそれに倣い同様の助成をすることで、事業者の改修費のうち国で１／４、市が１／４を補助することで事業者が少ない負担で受動喫煙
対策に着手できる。

補助金番号

３　対象事業
の施策的な位
置付け

Ｈ２３年度予算要求額 ５，０００千円

基本計画・実施計画・その他（
後期基本計画　４－４健康で明るい暮らしづくり　３健康情報の発信や健康関連施設の充実

４ 算出基準

有
総事業費Ａ＝Ｂ
+Ｃ+Ｄ

国補助率 県補助率 市補助率
国・県補助金額

Ｂ
市補助裏負担

額Ｃ
市継ぎ足し単独

額Ｄ

無 0 　 　

本市においては、喫煙室の改修費用を１件あたり、２００万円と見込んだ。
　２００万円×１／４＝５０万円
　５０万円×１０件＝５００万円（予算要求額）

 決算額 

予算額 5,000

２３年度 ２４年度

 補助件数（件） 10

４　算出基準
（算式）

２５年度見込

５　国・県補助
金等の有無、
割合等

６　補助金の推移

有の場合の国
県・市の割合及
び額（Ｈ２３年度
予算要求時・単
位：千円）

７　 交付団体の決
算の状況（個人対
象の補助金等につ
いては記載不要）

年　　　度 ２３年度 ２４年度 ２５年度見込

国県補助金

年　　　度

その他の収入

収
　
入

市補助金

会　 費

0 0 0

人件費

事務費

収入合計　　Ａ

支
　
出

0

事業費

0

0

支出合計　　Ｂ 0

繰越金　Ａ－Ｂ 0 0



月

９　平成２３年
度予算要求に
当たっての担
当課の見解

　現下の経済状況では、直ぐに多額の費用をかけて受動喫煙の防止対策設備を設置、改修できる事業者は多く望めないため、１０件程度の事
業者が、２００万円ほどの改修費をかけて行うことを想定して予算計上した。
　また、国（厚生労働省）の補助制度については、平成２３年１０月からスタートし、２．８億円の予算が計上されている。
　厚生労働省にに確認したところ、申請方法や審査方法など、未だ確定していない点があるので、市としては、情報の収集に努め、事業者が
国、市の両方の補助を得られるよう対象を合わせていきたい。

年度 １０適正化実行プラン（改革した内容及び予定する改革内容）

平成２３年度

８　本補助金
の改革すべき
点（補助金等
審議会の答
申・補助金等
適正化システ
ムの内容に照
らし改革すべ
き点）

平成２５年度

申請状況を見ながら適正な予算を計上していく。
予算規模としては受動喫煙防止の促進につながるので増大させていきたい。

平成２４年度

申請状況を見ながら適正な予算を計上していく。
予算規模としては受動喫煙防止の促進につながるので増大させていきたい。


